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1.4.2 
現行システムでは「タイマー応需方式」「自動応需方式」「手動応需方式」のメニューのいず

れかを利用し

いるが、 機

ングで更新されていな 診療所《初期救急応需情報》の場合、診療開始時と終了時のタイミ

ング。病院《２次救急応需情報》の場合、空きベッドや当直医に変動があった時点などのタイミ

ング）。 

そのため、県民や消防機関に対して常に正確で最新の情報を提供できていない。

1.4.3 
上記 1.4.2

救急応需情報に信頼性がないため、救急搬送の際の受入れ医療機関照会、選定業務に本

えネット)を保有しているが、応需情報の連携はできておらず、医療機関における入力負担の

いる

1.4.4 
          「救急医療情報サブシステム」「医療機能情報サブシステム」「コールセンター業務

がセンター内に

タ 合 と

療情報は

センター業務

ており、

1.4.5 
 

療 関

ついては県内で発生する中小規模の災害発生時や市

1.4.6 導入

         現行システム構築時、パッケージが提供する標準機能で対応できない要件に対して、

イ 実 し

となっている

1.4.7 
         モバイル端末の

応できて

約が生じている。

               

1.4.8 

      コールセンターの繁忙期である休日等にシステムが停止するようなトラブルが発生した際、

制 に

が生じることがある

 再構築の基本方針

1.5.1 信頼性

るシステム構成、ネットワーク構成とすること。（ただし、定期保守作業、随時保守作業を行う場

合は、停 日

現行システムでは「タイマー応需方式」「自動応需方式」「手動応需方式」のメニューのいず

れかを利用して、救 医 報シ テムに参加 る 機

機

ングで更新されていな 診療所《初期救急応需情報》の場合、診療開始時と終了時のタイミ

ング。病院《２次救急応需情報》の場合、空きベッドや当直医に変動があった時点などのタイミ

そのため、県民や消防機関に対して常に正確で最新の情報を提供できていない。

1.4.2 に掲げた課題解決が必要となっている中で、消防機関が参照すべき病院の２次

救急応需情報に信頼性がないため、救急搬送の際の受入れ医療機関照会、選定業務に本

を保有しているが、応需情報の連携はできておらず、医療機関における入力負担の

いる

「救急医療情報サブシステム」「医療機能情報サブシステム」「コールセンター業務

センター内に独

タ 合 と

療情報は「

センター業務サブ ス

療 関

ついては県内で発生する中小規模の災害発生時や市

導入・維持 ス

現行システム構築時、パッケージが提供する標準機能で対応できない要件に対して、

イ 実 し

となっている。 

モバイル端末の

応できておらず、一部の機種では画面が崩れる等の問題が生じており、利用可能端

約が生じている。 

         

コールセンターの繁忙期である休日等にシステムが停止するようなトラブルが発生した際、

制 に

ることがある。 

再構築の基本方針 

信頼性 

るシステム構成、ネットワーク構成とすること。（ただし、定期保守作業、随時保守作業を行う場

停 日

需 報 力 況 上

医療機関にとって多 中

救急搬送業務の支援 

シ

軽減が求められて る。 

ス 間 報 有

サ テ にお て

独立しており、

データの整合をとっている。し

救急医療情報サブシ

システム」 映

務 し いる

域 害 報 ス ム

時 いて 、

療機関情報の収集・提供

す

少 い状 と って

コストの低減 

タマイズを多く実施したことから、

ザバ ョ ッ

ブラウザ ー

サービスの安定継続提供 

連絡体制の問題により、 に

 

 

シ ビス 供 間

停止日・時間帯など 急 療
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応需情報入力状況の向上対策 

多忙な中での

システムを有効活用できていない。

サブシステム間の情報共有 

ステム」の各サブシステムにおいて

。しかし、一 ー

システム」

業務の効率が低下して る。 

広域災害情報サブシステムの

大規模災害発生時にお ては、

の災 発

利用頻度が少な 状況となっている。 

導入 コ

ブラウザバージョンアップ対応のコスト 

 

か

システムのサービス提供時間は、24 時間

救急医療情報

現行システムでは「タイマー応需方式」「自動応需方式」「手動応需方式」のメニューのいず

救 医 報シ テムに参加 る 機

応需情報の更新作業が煩わしいため、適切なタイミ

ングで更新されていな 診療所《初期救急応需情報》の場合、診療開始時と終了時のタイミ

ング。病院《２次救急応需情報》の場合、空きベッドや当直医に変動があった時点などのタイミ

そのため、県民や消防機関に対して常に正確で最新の情報を提供できていない。

に掲げた課題解決が必要となっている中で、消防機関が参照すべき病院の２次

救急応需情報に信頼性がないため、救急搬送の際の受入れ医療機関照会、選定業務に本

救急医療情報システムとは別で救急搬送支援システム

を保有しているが、応需情報の連携はできておらず、医療機関における入力負担の

「救急医療情報サブシステム」「医療機能情報サブシステム」「コールセンター業務

、「コールセンター業務サブシステム」についてはサーバ

他サブシステムのデータを管理するサーバと同期を取る形で

デ つ

で医療機関が入力した臨時休診等の情報が

に反映されないなど、サブシステムごとに個別入力対応

位置付け 

を行う運用が浸透しつつある。広域災害情報サブシステムの機能

ついては県内で発生する中小規模の災害発生時や市

現行システム構築時、パッケージが提供する標準機能で対応できない要件に対して、

・維持コストがかかり、機能改善を図ることが難しい状況

 

バージョンアップについて、コストがかかるため予算の関係上

、一部の機種では画面が崩れる等の問題が生じており、利用可能端

コールセンターの繁忙期である休日等にシステムが停止するようなトラブルが発生した際、

復旧に時間がかかり、コ ル

365 日を前提とするため、高い信頼性を確保でき

るシステム構成、ネットワーク構成とすること。（ただし、定期保守作業、随時保守作業を行う場

と 整

タ 動 需

救急医療情報システムに参加する医療機関 需

作 が わし

い（ 療 《 合 療開

需 報 の 医 動

消 機 に対 を提 で

げ 防 関

がな た れ 療

別 急

る 需 、医 関

医 テ テ 「 ー

サブ ステ

管 する

一部データについては同期が不完

した 時

テ と

療情報シス ム

う 用 域 サ

での訓練の の

ー 応

能 善

トがかかる

の機 では じて り、

セ る な ラ

コールセンターの運用を

るた

構 保 作 、随

センターとの調整により 止

   

需 動

情 新

応 た 適

応 と 了

あ

、 会

情 お

機

「 ー ム

テ ー

不完全で、

全国広域災害救急医療情報システム（以下、

つ ム

町での訓練の際の

る

図 こと

端

で

高 頼 を

時 守

    

現行システムでは「タイマー応需方式」「自動応需方式」「手動応需方式」のメニューのいず

に応需情報の更新を依頼して

応需情報の更新作業が煩わしいため、適切なタイミ

ングで更新されていな 診療所《初期救急応需情報》の場合、診療開始時と終了時のタイミ

ング。病院《２次救急応需情報》の場合、空きベッドや当直医に変動があった時点などのタイミ

そのため、県民や消防機関に対して常に正確で最新の情報を提供できていない。 

に掲げた課題解決が必要となっている中で、消防機関が参照すべき病院の２次

救急応需情報に信頼性がないため、救急搬送の際の受入れ医療機関照会、選定業務に本

救急医療情報システムとは別で救急搬送支援システム(み

を保有しているが、応需情報の連携はできておらず、医療機関における入力負担の

「救急医療情報サブシステム」「医療機能情報サブシステム」「コールセンター業務サブシ

、「コールセンター業務サブシステム」についてはサーバ

他サブシステムのデータを管理するサーバと同期を取る形で

例えば休日診

で医療機関が入力した臨時休診等の情報が「コール

サブシステムごとに個別入力対応が発生し

EMIS）にて医

を行う運用が浸透しつつある。広域災害情報サブシステムの機能に

利用に留まっており、

現行システム構築時、パッケージが提供する標準機能で対応できない要件に対して、カス

がかかり、機能改善を図ることが難しい状況

ついて、コストがかかるため予算の関係上対

、一部の機種では画面が崩れる等の問題が生じており、利用可能端末に制

コールセンターの繁忙期である休日等にシステムが停止するようなトラブルが発生した際、

を継続できないケース

日を前提とするため、高い信頼性を確保でき

るシステム構成、ネットワーク構成とすること。（ただし、定期保守作業、随時保守作業を行う場

停止を許容するものとする） 
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の配布及びモバイルデータ通信による接続環境を提供することを想定している。 

上記の前提においてデータ通信事業者のサービスを利用する場合、それらの契約手続

きとそれにかかる費用についても、本調達に含めるものとする。 

 

2.3.4 本システム設備の撤去・処分 

          本システムが利用期間を満了したとき、本システムのセンター設備、端末設備を撤去する

必要がある。これについて本調達に含めるものとする。 

 

2.3.5 他システムとの接続 

現行システムにより実施している「全国広域災害･救急医療情報システムとの接続」「和歌

山県救急医療情報システムとの接続」を本システムでも実施し、連携先システムとの仕様調

整、接続試験等を行うこととする。なお、他システムへ問い合わせが必要な場合は、県を経由

して実施すること。 

 

2.3.6 災害時における通信の確保 

災害発生時に、可能な限り通信を確保できるような回線構成とすること。 

 

  



























 

6. 

 6.1

 

 6.2

 6.3

開発方法 

 プロ ト

受託者は、本業務を実施するため、プロジェクト実行計画書及びスケジュール（

に作成・提出し、三重県の承認を得て決定すること。

(1) 

進捗管理、品質管理、課題 リスク管理、仕様変更管理

以 の観 を考

(ア) 

(イ) 

(ウ) 

(エ) 

(オ) 

(2) 

(3) プロジェクト実行計画書等は、作業の進捗状況に合わせ随時内容の更新及び詳細

化を図ることとし、更新後の計画書等は、定例会等の機会を利用して、三重県に報

こ

 開発工程

受託者は、本業務の遂行に当たっては、本業務のプロジェクト実行計画書等に定めた事

項を遵守し、

質管理等によるプロジェクト管理を行うこと。

 

 進捗管理方法

(1) 各作業に関する打合せ、納品物等のレビュー及び作業進捗確認のため、作業期間

中、原則として

(2) 回 例 議 事 及 ・ 題 管 表

出すること。

(3) 定例会議では、開発スケジュールと実際の進捗状況の差を明らかにし、その原因と

対策を明らかにすること。なお、作業計画書の各管理要領については一覧形式の管

プロ ト

受託者は、本業務を実施するため、プロジェクト実行計画書及びスケジュール（

に作成・提出し、三重県の承認を得て決定すること。

進捗管理、品質管理、課題 リスク管理、仕様変更管理

以 の観 を考

 

ａ 果

ｂ 果

ｃ ェ

ｄ 主要

ｅ ロ

 

ａ ソフトウェア構成管理計画と手順

ｂ フ に す 変 依 の

ｃ 構成ベースラインの定義と手順

 

ａ フ ク の 集 報 に

ｂ 

ｃ 

 準

 開発途上で変更、詳細化される付属資料

ａ 次

ｂ プロジェクト組織及び要員配置計画

プロジェクト実行計画書等は、作業の進捗状況に合わせ随時内容の更新及び詳細

化を図ることとし、更新後の計画書等は、定例会等の機会を利用して、三重県に報

こ

開発工程 

受託者は、本業務の遂行に当たっては、本業務のプロジェクト実行計画書等に定めた事

項を遵守し、PMBOK 又はこれに類するプロジェクト管理体系に準拠したリスク管理・品

質管理等によるプロジェクト管理を行うこと。

進捗管理方法 

各作業に関する打合せ、納品物等のレビュー及び作業進捗確認のため、作業期間

原則として隔週

回 例 議 事 及 ・ 題 管 表

出すること。 

定例会議では、開発スケジュールと実際の進捗状況の差を明らかにし、その原因と

対策を明らかにすること。なお、作業計画書の各管理要領については一覧形式の管

プロジェクト実行計画 

プロ 実 画

・

以下の観点を考慮した計画とす

ェ 発 セ

成果物 

成果物と関連付け

チェックポイント 

イ ス ー

プロセス改善手順 

ソフトウェア変更管理 

ウ ア 成

ー ラ ン

ソフトウェア評価 

タ 評 計

標準と手順 

物 関 る

副次的マ ル ト

ェ ト 織

行 ケ ュ

告・提出すること。 

週 1 回 例

表 成 告 う
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プロジェクト実行計画書については、

すること。 

ソフトウェア開発プロセス 

 

マイルストーン 

 

 

ステータス評価計画 

技術的成果物に関する標準と手順 

細 さ

マイルストーン

プロジェクト実行スケジュール（マスタ

び 題

理表を作成し報告を行うこと。 

受託者は、本業務を実施するため、プロジェクト実行計画書及びスケジュール（

に作成・提出し、三重県の承認を得て決定すること。 

コミュニケーション管理、情報セキュ ティ対策、

進捗管理、品質管理、課題 リスク管理、仕様変更管理

れ 作 ス ジ ー

ソフトウェア構成管理計画と手順 

フ に す 変 依 の

構成ベースラインの定義と手順 

フ ク の 集 報 に

 

開発途上で変更、詳細化される付属資料 

の対象と内容 

プロジェクト組織及び要員配置計画 

スケジュール）を併せて作成・提出すること

プロジェクト実行計画書等は、作業の進捗状況に合わせ随時内容の更新及び詳細

化を図ることとし、更新後の計画書等は、定例会等の機会を利用して、三重県に報

受託者は、本業務の遂行に当たっては、本業務のプロジェクト実行計画書等に定めた事

又はこれに類するプロジェクト管理体系に準拠したリスク管理・品

質管理等によるプロジェクト管理を行うこと。 

各作業に関する打合せ、納品物等のレビュー及び作業進捗確認のため、作業期間

回、定例会議を行うこと。 

回 例 議 事 及 ・ 題 管 表

定例会議では、開発スケジュールと実際の進捗状況の差を明らかにし、その原因と

対策を明らかにすること。なお、作業計画書の各管理要領については一覧形式の管

実施 た 計画 び

を む 以 「 ロ ェ ト 行 画 等 と う 案 本 務

ョ 管

、構成管理

られた作業スケジュール 

ソフトウェアの仕様に関する変更依頼の定義と手順 

ソフトウェアメトリクスの収集と報告に関する手順 

管 に す 追 及 解

せ 作

ジ 計 等 わせ 内

し の 機

本 務 遂 ク 実 計

又 こ に 系 準

合 、納 業 確

毎回の定例会議の議事録及び課題 問題点管理表を、原則 3

スケ ュ 況 差

策 す こ 理 領 い

   

め ジ ス ー

を含む。以下「プロジェクト実行計画書等」という。）の原案を本業務の契約後

ミ セキ リ

等 行 と

 

 

リスク管理に関する手順（リスクの特定、追跡及び解消） 

出 る

容

て 、 業 画 等

す プ ジ た ス

品

日

と かに

画 一 形

    

受託者は、本業務を実施するため、プロジェクト実行計画書及びスケジュール（WBS

7 日以内

コミュニケーション管理、情報セキュ ティ対策、

等を行うものとして、

スケジュール）を併せて作成・提出すること 

プロジェクト実行計画書等は、作業の進捗状況に合わせ随時内容の更新及び詳細

化を図ることとし、更新後の計画書等は、定例会等の機会を利用して、三重県に報

受託者は、本業務の遂行に当たっては、本業務のプロジェクト実行計画書等に定めた事

又はこれに類するプロジェクト管理体系に準拠したリスク管理・品

各作業に関する打合せ、納品物等のレビュー及び作業進捗確認のため、作業期間

日後までに作成・提

定例会議では、開発スケジュールと実際の進捗状況の差を明らかにし、その原因と

対策を明らかにすること。なお、作業計画書の各管理要領については一覧形式の管
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ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア 

データセンター設

置機器（センター

設備） 

定期メンテナン

スによる点検を

実施する。 

故障発生時は、全面的なサービス停止が連続 5 時間以

内になるよう対応する。 

システム停止時等、緊急時における対応も同様とする。

ハードウェア障害が発生した場合の備えること（例：予備

機が準備されている機器は速やかに切替を行う。予備機

が存在しないものについては、原則として同等以上の機

能を有する代替機を速やかに提供する等）。 

端末設置機器  端末機器故障時の対応窓口を常時設置し、故障状況の

聞き取り、故障の切り分けを行う。平日 9 時～17 時にお

いて対応窓口の受付可能とする。 

端末機器交換等現地対応が必要な場合にも、迅速・適

切な対応を行う。 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア 

OS  OS、ミドルソフトウェア等の故障が発見された場合は、シ

ステムへの影響の有無を速やかに調査する。パッチ等の

適用スケジュールを配慮し影響が最小限となるよう提案

すること。尚、実施にあたっては、県と協議した上で、速

やかに対応する。 

業務アプリケーシ

ョン 

 故障箇所の切り分け、対処を速やかに行う。 

ソフトウェア保守契約範囲は、Web サイトコンテンツの簡

易な修正作業（例：文言の修正、リンク集の追加）等とす

る。 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

インターネット回

線、イントラネット

回線 

 インターネット接続回線故障の場合は、状況及び復旧ま

での対応策を把握して県に随時連絡を行い、対応策を

協議する。 

端末接続回線  端末接続回線故障の場合も同上とする。 

 

  















 

 

.

       

 

     

 

 

9. スケ

の

 

 

  

8.12.2 運用

運用開始後の

にすること。

 各種管理8 13

8.13.1 備品等管理

       運用・保守にお て必要となる消耗品、予備機器、各種媒体等に関する管理を行い、常

に明確にしておくこと。ただし、各機関における消耗品（印刷用用紙、プリンタートナー等）

8.13.2 文書管理

     運用 保守において仕様等が変更になった場合には、手順書等関係書類についての更

新を行うこと。

スケジュール 

以下のスケジュールに沿って

ー お

う

日程 

平成２９年 3 月

４月末まで

６～７月

８～９月

９月

１０月１日

運用保守

用開始後の

すること。 

各種管理 

備品等管理 

運用・保守にお て必要となる消耗品、予備機器、各種媒体等に関する管理を行い、常

に明確にしておくこと。ただし、各機関における消耗品（印刷用用紙、プリンタートナー等）

文書管理 

運用 保守において仕様等が変更になった場合には、手順書等関係書類についての更

新を行うこと。 

以下のスケジュールに沿って、

ー お

う

程

月下旬 約

４月末まで 器

５月 要

６～７月 計

８～９月 器 ー 行 動 スト

９月下旬 

１０月１日 期

体制及び連絡

保守体制

 

いて 象 と る

、平 ２

詳細スケジュールおよび役割分担を明確に

ついて、提案があればを行うこと。 

工程 

契約締結 

機器要件整理 

概要設計 

設計開発作業 

果 検 、試

次期 ステ

36 

体制 

及び連絡体制

につ ては調達対象外とする。 

 

 

移

成果物検査、試行 

システム運用開始 

について、必要に応じて計画書を作成し、明らか

運用・保守にお て必要となる消耗品、予備機器、各種媒体等に関する管理を行い、常

に明確にしておくこと。ただし、各機関における消耗品（印刷用用紙、プリンタートナー等）

運用 保守において仕様等が変更になった場合には、手順書等関係書類についての更

平成２９年１０月１日の運用開始を目途

し、提示すること。また、構築期間を厳守するための工夫等に

器 ー 行 動 スト

に応 て 画

いて 要 な 媒 に関

各 印 用 、

・ 様 手順 等関

途に実 す

築 間

機器納品設置、データ移行、稼動テスト、操作説明 

   

、予 を

に タ ト

に 係 つ

こと お

す た

 

    

について、必要に応じて計画書を作成し、明らか

運用・保守にお て必要となる消耗品、予備機器、各種媒体等に関する管理を行い、常

に明確にしておくこと。ただし、各機関における消耗品（印刷用用紙、プリンタートナー等）

運用 保守において仕様等が変更になった場合には、手順書等関係書類についての更

実施すること。なお、各工程の

し、提示すること。また、構築期間を厳守するための工夫等に



 

10. そ

 

0

     

 

0

     

 

 

 

0

 

0

    

      

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

その他 

 業務履行期間10.1

契約締結の日から平成

 業務履行場所10.2

 ・ （公

 ・ 三重県庁（

 ・ その他機関（

 納品成果物10.3

本調達の成果物として、「基本設計書一式」「システム構成図 「端末・回線構成資料」「システム

再構築作業報告書（定期進捗報告における報告書）」「総合試験、総合運転試験計画書」「マニュ

アル一式」を納品すること

形 は 紙 体 び 子 体 １ ず と 行 間 了

 検査完了条件10.4

    本仕様書に基づく県

      

こと。 

 所 権 び 作 の10.5

た 成

書（定期進捗報告における報告書 」「総合試験、総合運転試験計画書 「マニュアル一式」につ

いては県 す ものと

県 双 が協 の上 定 る る

 瑕疵担保責任10.6

ス

めるものとする。

 守秘義務10.7

本件にかかる県からの全ての情報については、第三者に対して開示または漏洩しないこと。

受託者が、正当な理由なく個人情報を提供又は盗用した場合は、三重県個人情報保護条例に罰

 導入実績10.8

受託者は に係

 費用の支払方法10.9

本業務

平成 29 年度は、「新システムの構築」及び「 ードウェアの納入、設置、設定」に係る全ての業務が

平成 30 年度から平成

なお、年度ごとの支払い限度額（税抜き は、以下のとおりである。

平成 29 年度

業務履行期間 

契約締結の日から平成

業務履行場所 

三重県庁（

その他機関（医 機

納品成果物 

本調達の成果物として、「基本設計書一式」「システム構成図 「端末・回線構成資料」「システム

再構築作業報告書（定期進捗報告における報告書）」「総合試験、総合運転試験計画書」「マニュ

アル一式」を納品すること（成果物の詳細については

形 は 紙 体 び 子 体 １ ず と 行 間 了

検査完了条件 

本仕様書に基づく県の検 に た に、納 が完 し も

所 権 び 作 の

た 成

書（定期進捗報告における報告書 」「総合試験、総合運転試験計画書 「マニュアル一式」につ

す ものと

県 双 が協 の上 定 る る

瑕疵担保責任 

ス

めるものとする。 

守秘義務 

本件にかかる県からの全ての情報については、第三者に対して開示または漏洩しないこと。

受託者が、正当な理由なく個人情報を提供又は盗用した場合は、三重県個人情報保護条例に罰

導入実績 

に係

費用の支払方法 

年度は、「新システムの構築」及び「 ードウェアの納入、設置、設定」に係る全ての業務が

年度から平成 35 年度の「保守・運用及びシステム改良」に係る支払いは、各年度の業務が

なお、年度ごとの支払い限度額（税抜き は、以下のとおりである。

年度 6 0

３５年 ０

） 療 報

三重県津市広明町

医療機関など） 

（ 物

、完 いて 摘 っ

所有権及び著作権の取り扱い 

本調達で新たに作成される納品

に帰するものとする。また、

本システム運用開始後から 1

いる 留 す こと。

本システムに係る他 体

払 件 下 お で

了 う と

了 う と

お 抜 ）

206,350,000 円 
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年９月３０日まで 

財 三重県救急医療情報センター（

13 番地） 

つ 、履

時 品

なお、完了検査にお て指摘があった場合は、

の

則が規定されて るので、留意すること。 

他団体での同等

の支払い条件は以下のとおりである。 

終了した時点でその分を支払うこととする。 

終了した時点でその分を支払うこととする。 

下

重 津 桜 ２

本調達の成果物として、「基本設計書一式」「システム構成図 「端末・回線構成資料」「システム

再構築作業報告書（定期進捗報告における報告書）」「総合試験、総合運転試験計画書」「マニュ

（成果物の詳細については、「（別紙

形 は 紙 体 び 子 体 １ ず と 行 間 了

の検 に た に、納 が完 し も

成果物の所有権及び著作権

書（定期進捗報告における報告書 」「総合試験、総合運転試験計画書 「マニュアル一式」につ

「基本設計書一式」「システム構成図 「端末 回線構成資

県 双 が協 の上 定 る る

年間は、正常稼動を妨げる瑕疵が認められた場合、無償対応を求

本件にかかる県からの全ての情報については、第三者に対して開示または漏洩しないこと。

受託者が、正当な理由なく個人情報を提供又は盗用した場合は、三重県個人情報保護条例に罰

の導入業務の

年度は、「新システムの構築」及び「 ードウェアの納入、設置、設定」に係る全ての業務が

年度の「保守・運用及びシステム改良」に係る支払いは、各年度の業務が

なお、年度ごとの支払い限度額（税抜き は、以下のとおりである。 

三重県津市桜橋２－１９１） 

調 し 、「 本 書 」 端 回

再 報 にお 験 合 転

1）納入成果

形態は、紙媒体及び電子媒体各１部ずつとし、履行期間終了後 週 以

の検査に合格した時に、納品が完了したものとする。 

担 職 の指 に従い

に関し、 ス

書 ） 「 験計 書」 マ

「 ム構 図」「

については県と受託者の双方が協議の上、決定するものとする。 

が認

て 示 たは

な 人 を提 、三 個

を有 る と

置 定

の「 守 る支 い

 

   

一

書 試 計

納入成果物一覧 を

す

 

県担当職員の指示に従い、 処

テ

試 ュ

書 ・ 線

た 償

つ 洩

供 人 保

実績を有すること。 

ハ 係 全

    

本調達の成果物として、「基本設計書一式」「システム構成図 「端末・回線構成資料」「システム

再構築作業報告書（定期進捗報告における報告書）」「総合試験、総合運転試験計画書」「マニュ

」を参照）。 

２週間以内に納品すること。 

適切な処置を施す

「システム再構築作業報告

書（定期進捗報告における報告書 」「総合試験、総合運転試験計画書 「マニュアル一式」につ

「基本設計書一式」「システム構成図 「端末 回線構成資料」

年間は、正常稼動を妨げる瑕疵が認められた場合、無償対応を求

本件にかかる県からの全ての情報については、第三者に対して開示または漏洩しないこと。また、

受託者が、正当な理由なく個人情報を提供又は盗用した場合は、三重県個人情報保護条例に罰

年度は、「新システムの構築」及び「 ードウェアの納入、設置、設定」に係る全ての業務が

年度の「保守・運用及びシステム改良」に係る支払いは、各年度の業務が
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平成 30 年度  45,006,000 円 

平成 31 年度  40,756,000 円 

平成 32 年度  40,756,000 円 

平成 33 年度  40,756,000 円 

平成 34 年度  40,756,000 円 

平成 35 年度  21,653,000 円 

業務の未完了分を前倒しで支払いすることはできない。 
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（別紙 1） 納入成果物一覧 

 

要件 成果物名 内容の例 

業務・機能 

情報・データ 

ユーザインタ

フェース 

外部インタフ

ェース 

システム方式 

ネットワーク 

ソフトウェア 

ハードウェア 

基本設計書 

詳細設計書 

機能一覧 

画面一覧、画面設計書 

帳票一覧、帳票レイアウト、帳票設

計書 

データベース設計書 

ジョブ一覧（バッチ処理） 

外部インタフェース仕様書 

各種コンフィグシート（環境設定定

義書等） 

システム構成図・端末・回線構成資料

方式設計書 

ソフトウェア及びハードウェアの構

成及び積算資料 

テスト 
総合試験・運用試験計画

書 

計画書には、合否判定基準を定める。  作業スケジュール 

 テストシナリオ 

  テスト実施報告書 

移行 移行計画書   

 移行手順書  

  移行結果報告書   

  

移行データ   

引継資料 運用引継ぎのための文書 

研修計画  

  研修教材 研修用システム環境及び研修ツール 

運用・保守 
操作マニュアル（ユーザ

用） 

システム利用者が使用するマニュア

ル 

 
操作マニュアル（システ

ム管理者用） 
 

 
業務運用マニュアル（管

理者用） 
 

 メニュー利用権限表  

 運用・保守手順書 

システム管理者、運用事業者が使用

する手順書。復旧手順（マニュアル）

を含む 
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要件 成果物名 内容の例 

作業体制、プロ

ジェクト管理

及び会議等の

資料 

 

 

  

  

  

  

  

  

プロジェクト実行計画書

及びスケジュール（WBS

を含む） 

プロジェクト実行計画書及びスケジ

ュール（WBS を含む。以下「プロジェ

クト実行計画書等」という。）につい

ては、契約後 7日以内に原案を作成・

提出し、三重県の承認を得た上で決

定する。 

なお、プロジェクト実行計画書等は、

作業の進捗状況に合わせ随時内容の

更新及び詳細化を図り、更新後のプ

ロジェクト実行計画書等は、定例会

等の機会を利用して、報告・提出す

る。 

プロジェクト体制図及び

役割分担表 
作業、機密保持、品質管理など 

報告書 

・進捗報告（定例会議ごとに提出） 

・作業報告、臨時・緊急報告等個別

報告書（必要に応じて作成・提出） 

打合せ議事録等 

・議事録（定例会議等の打合せ終了

後原則 3日後までに提出） 

・課題・リスク管理表 

・その他会議資料（必要に応じて作

成・提出） 

 

納入成果物については、次のとおりとすること。 

ａ 紙媒体（パイプファイル等を使用して、各丁を取り外せる形で編てつす

ること）及び電子ファイル（Word、EXCEL 及び PDF ファイル）で保存した

CD-R 等で納品すること。 

ｂ 用紙は、A4 判縦置き、横書き、左とじを原則とし、図表については、必

要に応じ、A3 判を使用することができるものとする。 

ｃ 使用言語は、日本語で記述し、英文等を引用する場合は、日本語訳を併

記すること。 
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（別紙 2） 

 

「個人情報の取扱いに関する特記事項」 

 

注） 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者をいう。 

 

（基本的事項） 

第１条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

  また乙は、個人番号を含む個人情報取扱事務を実施する場合には、「行政手続における特定の

個人を識別する番号の利用等に関する法律」（平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。）

等関係法令を遵守すること。 

（秘密の保持） 

第２条 乙は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報を甲の承諾なしに他人に

知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（責任体制の整備） 

第３条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持

しなければならない。 

（責任者等の報告） 

第４条 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者（以下「個人情報保護責任者」という。」）

及び業務に従事する者（以下「作業従事者」という。）を定め、書面により甲に報告しなければ

ならない。 

２ 乙は、前項の個人情報保護責任者及び作業従事者を変更する場合は、あらかじめ甲に報告し

なければならない。 

（作業場所等の特定） 

第５条 乙は、個人情報を取り扱う場所（以下、「作業場所」という。）とその移送方法を定め、

業務の着手前に書面により甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、作業場所及び移送方法を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければなら

ない。 

３ 乙は、甲の事務所内に作業場所を設置する場合は、個人情報保護責任者及び作業従事者に対

して、身分証明書を常時携帯させ、名札等を着用させて業務に従事させなければならない。 

（収集の制限） 

第６条 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的を

明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によ

り行わなければならない。 

２ 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、甲が指示した場合

を除き、本人から収集しなければならない。 

（利用及び提供の制限） 

第７条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために

利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（教育の実施） 

第８条 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、そ

の事務に関して知ることができた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の

目的に使用してはならないこと及び三重県個人情報保護条例（以下「条例」という。）第 13 条、
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条例及び番号法に定める罰則規定並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項、その他

この契約による業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修をしなければならない。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第９条 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わ

せる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者による個人情報の処理に関する結果について責任を

負うものとする。 

（再委託の禁止） 

第 10 条 乙は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承

諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

  また、甲の承諾を得て乙が再委託する場合には、乙は、本条第２項から第６項の措置を講ず

るものとし、再々委託を行う場合以降も同様とする。 

２ 乙は、個人情報の処理を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次

の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して前項の承諾を得なければならない。 

一 再委託する業務の内容 

二 再委託先 

三 再委託の期間 

四 再委託が必要な理由 

五 再委託先に求める個人情報保護措置の内容 

六 前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託先の誓

約 

七 再委託先の監督方法 

八 その他甲が必要と認める事項 

３ 乙は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託先における次の事項を記載した書面を甲に提出

しなければならない。 

 一 再委託先 

 二 再委託する業務の内容 

 三 再委託の期間 

 四 再委託先の責任体制等 

 五 再委託先の個人情報の保護に関する事項の内容及び監督方法 

 六 その他甲が必要と認める事項 

４ 乙は、前項の内容を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。 

５ 乙は、再委託を行った場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、

乙と再委託先との契約内容にかかわらず、甲に対して、再委託先による個人情報の処理及びそ

の結果について責任を負うものとする。 

６ 乙は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じて、

管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。 

（個人情報の適正管理） 

第 11 条 乙は、この契約による事務を行うために利用する個人情報を保持している間は、次の各

号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 

 一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理可能な保管室で厳重に個人情報を保管す

ること。 

 二 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこ

と。 

 三 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の



    

 43 

保護措置を施すこと。 

 四 甲から引き渡された個人情報を甲の指示又は承諾を得ることなく複製又は複写しないこと。 

 五 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアッ

プの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 

 六 個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱いの

状況を当該台帳に記録すること。 

 七 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他私用物を持ち込んで、個人情報を扱

う作業を行わせないこと。 

 八 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業

務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 

（受渡し） 

第 12 条 乙は、この契約において利用する個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日

時及び場所で行うものとし、個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければ

ならない。 

（個人情報の返還、廃棄又は消去） 

第 13 条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが収集し、若

しくは作成した個人情報について、事務完了後、甲の指示に基づいて個人情報を返還、廃棄又

は消去しなければならない。 

２ 乙は、第１項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判

読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 

３ 乙は、パソコン等に記録された第１項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェ

アを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければ

ならない。 

４ 乙は、個人情報を廃棄又は消去したときは、廃棄又は消去を行った日、責任者名及び廃棄又

は消去の内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。 

５ 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならな

い。 

（点検の実施） 

第 14 条 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取

扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。 

（検査及び立入調査） 

第 15 条 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本特記事項に基づき必要な措置が

講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先等に対して検査を行うことが

できる。 

２ 甲は、前項の目的を達するため、作業場所を立入調査することができるものとし、乙に対し

て必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。 

（事故発生時の対応） 

第 16 条 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、

その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報

の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければなら

ない。 

２ 乙は、甲と協議のうえ、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当

該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。 

（契約の解除） 

第 17 条 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約による業務の全部又
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は一部を解除することができる。 

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その

損害の賠償を請求することはできないものとする。 

（損害賠償） 

第 18 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、

甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。 

 

 

 


